
平
成
二
十
年
十
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

一

五

六

号

郵
政
三
事
業
民
営
化
後
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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郵
政
三
事
業
民
営
化
後
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
七
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

昨
年
十
月
一
日
に
実
現
し
た
郵
政
三
事
業
の
民
営
化
（
以
下
、
「
郵
政
民
営
化
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
前
回
質
問
主
意

書
で
、
郵
便
局
の
無
集
配
化
に
よ
り
、
時
間
外
窓
口
の
廃
止
や
遅
配
が
相
次
ぎ
、
地
域
住
民
の
利
便
性
が
著
し
く
低
下
し
た

と
い
う
現
状
に
つ
い
て
、
政
府
は
把
握
し
て
い
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
集
配
事
務
の
廃
止
に
当

た
っ
て
は
、
郵
便
局
自
体
は
引
き
続
き
存
続
さ
せ
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
へ
の
十
分
な
説
明
を
行
い
、
き
め
細
か
い
代
替

施
策
を
行
う
等
、
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
維
持
を
図
る
べ
く
努
め
て
き
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い

る
。
同
じ
く
「
前
回
答
弁
書
」
に
よ
る
と
、
既
に
「
郵
政
民
営
化
」
が
決
定
し
て
い
た
平
成
十
八
年
九
月
か
ら
十
九
年
七
月

ま
で
に
、
千
四
十
八
局
の
郵
便
局
に
お
い
て
集
配
事
務
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
で
は
無
集

配
化
さ
れ
た
郵
便
局
の
地
域
住
民
が
、
無
集
配
化
並
び
に
「
郵
政
民
営
化
」
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
水
準
が
ど
の
様
に
変
化
し
た

と
感
じ
て
い
る
か
等
を
把
握
す
べ
く
、
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
方
法
に
よ
り
具
体
的
な
調
査
を
政
府
と
し
て
行
っ
た
こ
と
は
あ
る

か
。

二

旧
日
本
郵
政
公
社
や
日
本
郵
政
株
式
会
社
が
、
一
の
様
な
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
、
政
府
は
把
握
し
て
い

一



る
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
郵
政
民
営
化
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
「
郵
政
民
営
化
は
、
経
営
の
自
主
性
、
創
造
性
及
び
効
率

性
を
高
め
る
と
と
も
に
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
を
促
進
し
、
多
様
で
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
通
じ
た
国
民
の
利
便
の
向

上
等
を
図
り
、
国
民
生
活
の
向
上
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
は

「
郵
政
民
営
化
」
に
よ
り
国
民
の
利
便
性
が
実
際
に
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
実
情
を
踏
ま
え
た
上
で
の
答
弁
か
。
全
国

特
定
郵
便
局
長
会
が
本
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
各
郵
便
局
に
対
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
「
郵
政

民
営
化
」
後
、
待
ち
時
間
が
長
く
な
っ
た
、
求
め
ら
れ
る
書
類
等
が
複
雑
に
な
っ
た
等
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
、
「
郵
政
民
営

化
」
後
、
郵
便
局
の
サ
ー
ビ
ス
が
悪
く
な
っ
た
と
す
る
回
答
が
過
半
数
に
の
ぼ
る
と
の
結
果
が
出
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、

政
府
の
右
答
弁
は
、
「
郵
政
民
営
化
」
の
実
情
を
把
握
せ
ず
し
て
な
さ
れ
た
答
弁
で
は
な
い
の
か
。

四

「
郵
政
民
営
化
」
に
よ
り
、
山
村
や
離
島
等
の
過
疎
地
に
お
け
る
郵
便
局
は
な
く
な
り
、
い
わ
ゆ
る
郵
政
の
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
サ
ー
ビ
ス
が
維
持
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
は
「
郵
政
民
営
化
」
実
現
後
も
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
は
維

持
で
き
る
と
の
考
え
で
い
る
と
承
知
す
る
。
郵
便
局
が
民
間
企
業
で
あ
る
以
上
、
採
算
に
合
わ
な
い
事
業
は
斬
り
捨
て
ざ
る

を
得
ず
、
利
用
者
の
少
な
い
地
域
の
郵
便
局
は
、
政
府
が
い
く
ら
維
持
を
叫
ぼ
う
と
、
経
営
者
の
判
断
に
よ
っ
て
は
閉
鎖
さ

二



れ
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
右
に
対
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。

五

か
つ
て
郵
便
、
簡
易
保
険
、
郵
便
貯
金
の
三
事
業
が
一
体
で
あ
っ
た
郵
便
局
で
は
、
簡
易
保
険
、
郵
便
貯
金
に
よ
る
利
益

が
全
体
の
八
割
ほ
ど
を
占
め
て
い
た
と
承
知
す
る
。
そ
の
三
事
業
を
ば
ら
ば
ら
に
分
離
し
て
し
ま
う
等
、
「
郵
政
民
営
化
」

の
設
計
そ
の
も
の
に
、
そ
も
そ
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
郵
政
三
事
業
が
あ
く
ま
で
一
体
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
国

民
の
利
便
性
に
資
す
る
の
で
あ
り
、
「
郵
政
民
営
化
」
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
今
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
政
府

の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


